
- 1 -

食品安全基本法第２１条第１項に規定する基本的事項

平成１６年１月１６日

閣 議 決 定

食品安全基本法（平成１５年法律第４８号。以下「法」という ）は、食品の。

安全性の確保についての基本理念として、国民の健康の保護が最も重要であると

いう基本的認識の下に、食品供給行程の各段階において、国際的動向及び国民の

意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づき、必要な措置が講じられなければなら

ないことを明らかにするとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定め、食品

の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することとしている。

政府は、基本理念にのっとり、法第１１条から第２０条までに定める基本的な

方針を具体化するため、法第２１条第１項の規定に基づき、以下のとおり、必要

な措置の実施に関する基本的事項を定める。

第１ 食品健康影響評価の実施（法第１１条関係）

１ 基本的考え方

(1) 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、人の健康に悪影響

を及ぼすおそれがある生物学的、化学的若しくは物理的な要因であって、食

品に含まれるおそれがあるもの、又は人の健康に悪影響を及ぼすおそれがあ

る生物学的、化学的若しくは物理的な状態であって、食品が置かれるおそれ

があるもの（以下「危害要因等」という。別表参照）が当該食品の摂取を通

じて人の健康に及ぼす影響についての評価（以下「食品健康影響評価」とい

う ）が施策ごとに行われなければならない。。

また、食品健康影響評価は、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に

行われなければならない。

(2) 食品健康影響評価の実施に当たっては、農林水産物の生産から食品の販売

に至る一連の国の内外における食品供給の行程（以下「食品供給行程」とい

う ）の各段階について、特に以下の点に留意しなければならない。。

① 農林水産物の生産段階

農林水産物の生産段階については、

・ 使用される肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品等の生産

資材や、Ｏ１５７、プリオン、カドミウム等の生物学的、化学的若しく

は物理的な要因が最終食品に残留し、又は作用し、その食品の摂取を通

じてこれらの要因が人の健康に及ぼす可能性がある影響についての評価
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・ 当該農林水産物が置かれる可能性がある生物学的、化学的又は物理的

な状態が最終食品の摂取を通じて人の健康に及ぼす可能性がある影響に

ついての評価

が行われなければならない。

② 食品の製造・加工段階

食品の製造・加工段階については、

・ 使用される原料、添加物、器具、容器包装若しくは洗浄剤に含まれ、

又は原料等から生成する可能性がある生物学的、化学的若しくは物理的

な要因が最終食品に残留し、又は作用し、その食品の摂取を通じてこれ

らの要因が人の健康に及ぼす可能性がある影響についての評価

・ 当該食品が置かれる可能性がある生物学的、化学的又は物理的な状態

が最終食品の摂取を通じて人の健康に及ぼす可能性がある影響について

の評価

が行われなければならない。

③ 食品の流通・販売段階

食品の流通・販売段階については、

・ 使用される器具、容器包装等に含まれ、又は当該食品から生成する可

能性がある生物学的、化学的若しくは物理的な要因が当該食品に残留し、

又は作用し、当該食品の摂取を通じてこれらの要因が人の健康に及ぼす

可能性がある影響についての評価

・ 当該食品が置かれる可能性がある生物学的、化学的又は物理的な状態

が当該食品の摂取を通じて人の健康に及ぼす可能性がある影響について

の評価

が行われなければならない。

(3) 法第２４条第１項各号に掲げる関係各大臣が食品安全委員会（以下「委

員会」という ）の意見を聴かなければならない場合については、国の内外。

における最新の科学的知見を踏まえ、及び関係法令（告示を含む ）の改正。

に対応し、適切に見直しを行う。

(4) 委員会は、緊急を要する事項については、当該事項に係る食品健康影響評

価を優先的に行う。

(5) 関係各大臣は、法第２４条第１項各号に掲げる場合以外の場合においても、

所管法令（告示を含む。以下同じ ）に基づく施策が食品の安全性の確保に。

関するものであるかどうかについて十分に検討し、委員会に対し、適切に食

品健康影響評価の実施を要請する。
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(6) 委員会は、国の内外における科学的知見及び食品の安全性の確保に関する

情報の収集・分析又は国民からの意見等に基づき、人の健康に悪影響が及ぶ

おそれがあると認められる場合には、自らの判断により食品健康影響評価を

行う。

なお、委員会は、自らの判断により食品健康影響評価を行うべき対象につ

いて、定期的に点検する。

２ 例外措置の具体的内容

食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、以下に掲げる場合

を除き、食品健康影響評価が行われなければならない。

(1) 当該施策の内容からみて食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でな

い場合

具体的には、食品健康影響評価の定義を踏まえ、適切に判断することにな

るが、例えば、

・ 使用の実態がないことによる添加物の指定の取消しなど、危害要因等と

直接的には関係がなく、食品健康影響評価の結果を反映して策定すること

ができない施策

・ 食品健康影響評価の結果に基づいて策定された施策に対する違反行為を

取り締まるための措置（例えば、残留農薬基準等に違反した場合における

廃棄命令）

が該当する。

(2) 人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかである場合

例えば、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第４条各号に掲げる、

食品の腐敗、有毒又は有害な物質の混入、病原微生物による汚染の場合など、

危害要因等について科学的知見に基づく食品健康影響評価を行う必要性が乏

しい場合が該当する。

(3) 人の健康に悪影響が及ぶことを防止し、又は抑制するため緊急を要する場

合で、あらかじめ食品健康影響評価を行ういとまがないとき

この場合に該当するかどうかについては、関係各大臣が、原則に対する例

外措置であることを十分に考慮して判断する。

なお、関係各大臣は、当該施策の策定後速やかに、委員会に対し、この場

合に該当する旨を報告し、事後的に食品健康影響評価を要請しなければなら

ない。この場合、必要に応じ、当該食品健康影響評価の結果を踏まえて、施

策の見直しを行う。
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３ 食品健康影響評価の円滑な実施を図るための手順及び手法等

(1) 食品健康影響評価の開始前

① 関係各大臣が委員会の意見を聴く場合

ア 個別の食品健康影響評価の目的、対象及び作業内容について、事前に、

委員会及びリスク管理機関（厚生労働省、農林水産省、環境省その他の

食品の安全性の確保に関する規制や指導等のリスク管理措置を講ずる行

政機関をいう。以下同じ ）の相互間において共通の理解を得ることと。

する。

イ リスク管理機関は、食品健康影響評価の結果に基づき講じようとする

リスク管理上の対応の明確化に努める。

② 委員会自ら食品健康影響評価を行う場合

委員会は、自ら食品健康影響評価を行う場合には、当該評価事項の決定

に当たり、関係者相互間における情報及び意見の交換を行うよう努める。

③ 食品健康影響評価に関するガイドラインの作成

委員会は、食品健康影響評価に必要なデータの明確化を図るため、危害

要因等に応じた食品健康影響評価に関するガイドラインの作成に努める。

(2) 食品健康影響評価の実施時

① 委員会は、食品健康影響評価の実施に当たっては、評価事項の内容等に

応じ、海外のリスク評価機関との連携に努める。

② 委員会は、食品健康影響評価に用いた情報をホームページ等の多様な手

段を用いて公表する。その際、個人情報、知的財産にかかわる情報等の保

護に十分配慮しなければならない。

③ 委員会は、食品健康影響評価に関する専門調査会における結論について

は、原則として国民からの意見募集を行うとともに、出された意見及びそ

れへの対応を公表する。

(3) 食品健康影響評価の終了後

① 委員会は、食品健康影響評価を終了した場合には、遅滞なく、その結果

を関係各大臣に通知するとともに、ホームページ等の多様な手段を用いて

公表しなければならない。

② 委員会は、必要に応じ、食品健康影響評価の結果をわかりやすく解説し、

ホームページ等の多様な手段を用いて公表する。

③ 委員会は、緊急暫定的なリスク管理措置の実施に当たり食品健康影響評

価を実施した場合には、当該措置の実施状況及びその後の科学的知見につ

いて、十分把握するよう努める。
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(4) 食品健康影響評価の手法

委員会は、微生物に関する食品健康影響評価や定量的な食品健康影響評価

に重点を置いて、食品健康影響評価の手法の検討を進める。

４ 委員会の行う勧告等

(1) 勧告

① 委員会は、食品健康影響評価の結果に基づき、必要に応じ、食品の安全

性の確保のため講ずべき施策について内閣総理大臣を通じて関係各大臣に

勧告する。

② 委員会は、食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況

を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係各大臣

に勧告する。

③ 委員会は、①及び②の勧告をした場合には、その内容をホームページ等

の多様な手段を用いて公表するとともに、関係各大臣は、これらの勧告に

基づき講じた施策について委員会に報告しなければならない。

(2) 意見

① 委員会は、食品の安全性の確保に関する施策を適切に推進する観点から、

食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する重要事項を調査審議し、

必要に応じ、厚生労働省、農林水産省、環境省、地方公共団体等の関係行

政機関の長に意見を述べる。

② 委員会は、①の意見を述べた場合には、その内容をホームページ等の多

様な手段を用いて公表するとともに、関係行政機関は、当該意見に基づき

講じた施策について委員会に報告する。

第２ 国民の食生活の状況等を考慮し、食品健康影響評価の結果に基づいた施策

の策定（法第１２条関係）

(1) 食品の安全性の確保に関する施策は、国民の健康の保護が最も重要である

という基本的認識の下に、国民の食生活の状況、国際貿易ルールとの整合性、

選択肢となる措置の実行可能性及び費用等を考慮するとともに、食品健康影

響評価が行われたときは、その結果に基づいて、行われなければならない。

(2) 食品の安全性の確保を図る観点から、食品衛生法等に基づき、食品等につ

いて必要な規格及び基準の整備を進める。

例えば、平成１５年の食品衛生法等の改正により、既存添加物について安

全性に問題がある場合には既存添加物名簿から消除することができるように

なったほか、食品中に残留する農薬、飼料添加物及び動物用の医薬品につい
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ていわゆるポジティブリスト制（残留基準が設定されていない農薬、飼料添

加物及び動物用の医薬品が一定量以上含まれる食品の流通を原則として禁止

する制度）が導入されるとともに、いわゆる健康食品について、人の健康を

損なうおそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発生を防止するた

め必要があるときには、食品としての販売を禁止することができるようにな

ったところであるが、今後、これらの各制度について、その適切な実施を図

る。

(3) 食品衛生法等に基づく食品等の規格及び基準等が遵守されるよう、監視、

指導及び調査の実施等に努める。

例えば、平成１５年の食品衛生法等の改正により、食品衛生に関する監視

指導の実施に関する指針（平成１５年厚生労働省告示第３０１号）に基づき、

各都道府県等の地域の実状や輸出国における生産地の事情等を踏まえた都道

府県等食品衛生監視指導計画及び輸入食品監視指導計画が策定されることと

されたところである。今後、これらに従い、国内に流通する食品及び輸入食

品の適切な監視指導の実施を図る。

このほか、輸入農産物の残留農薬調査の結果の公表等を通じ、食品関連事

業者の自主検査等の取組を促進する。

(4) 研修の実施等を通じ、リスク管理にかかわる人材について、専門性の一層

の充実を図る。

第３ 情報及び意見の交換の促進（法第１３条関係）

１ 基本的考え方

(1) 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、当該施策の策定に

国民の意見を反映し、並びにその過程の公正性及び透明性を確保するため、

関係者相互間の情報及び意見の交換（以下「リスクコミュニケーション」と

いう ）の促進を図るために必要な措置が講じられなければならない。。

(2) 委員会及びリスク管理機関は、相互に連携して、国民に対し、当該施策に

関する適切な情報の提供、当該施策について意見を述べる機会の付与等の取

組を推進していくことにより、リスクコミュニケーションの更なる促進を図

る。

(3) リスクコミュニケーションの促進に当たっては、その目的を明確にすると

ともに、対応すべき危害要因等の認知から食品の安全性の確保に関する施策

の策定に至る過程を通じて図るよう努める。
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２ リスクコミュニケーションの方法

(1) 委員会は、その会議（委員会及び専門調査会）を原則として公開で開催す

るとともに、委員会の議事録及び提出資料を原則として公開するほか、食品

健康影響評価の結果、勧告、意見等について、その内容を公表することによ

り、国民に対する情報の提供に努める。

また、食品健康影響評価の結果の公表に当たっては、必要に応じ、評価の

開始から結果に至る過程及び評価の結果について、消費者等の理解を促進す

るよう、わかりやすく解説する。

このほか、委員会は、その運営について国民の理解を深めるため、適宜、

食品健康影響評価、リスクコミュニケーション等の実施状況を取りまとめ、

公表する。

(2) リスク管理機関は、食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たって、

当該施策に関する適切な情報の提供、いわゆるパブリック・コメント手続

（規制の設定又は改廃に係る意見提出手続）の実施、意見交換会の開催など、

リスクコミュニケーションの促進を図るために必要な措置を講ずる。

また、リスク管理機関は、他のリスク管理機関及び地方公共団体と相互に

協力しつつ、食品の安全性の確保に関する情報を収集するとともに、食品の

安全性に関する国民の知識と理解を深めるため、適切な情報の提供に努める。

３ リスクコミュニケーション全体に係る総合的マネージメント

委員会は、食品健康影響評価に関するリスクコミュニケーションを企画し、

及び実施するとともに、リスクコミュニケーションについてリスク管理機関

が行う事務の調整も担う。

このため、委員会及びリスク管理機関は、相互に連携して、食品の安全性

の確保に関する消費者等との意見交換会を開催する等により、他の分野にお

けるリスクコミュニケーションの経験も生かしつつ、政府全体として、食品

の安全性の確保に関する望ましいリスクコミュニケーションの在り方を検討

する。

また、委員会及びリスク管理機関は、相互に連携して、消費者、生産者、

流通業者、加工業者等幅広い関係者を対象とした横断的なリスクコミュニケ

ーションを促進する。

第４ 緊急の事態への対処等に関する体制の整備等（法第１４条関係）

１ 基本的考え方

食品の摂取を通じた人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生ずるおそれ

がある緊急の事態（以下「緊急事態」という ）への対処に当たっては、国。
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民の健康への悪影響を未然に防止することが最も重要であるという認識の下

に、委員会及びリスク管理機関の相互間における十分な連絡及び連携を図り

つつ、いわゆる「農場から食卓まで」のフードチェーンを通じ、人の健康に

係る重大な被害の発生に関する情報の収集及び状況の把握を行う。

また、緊急事態が発生した場合には、消費者、食品関連事業者等に対し、

適切かつ迅速に情報を提供するよう努める。

２ 緊急時の情報連絡体制

緊急事態の発生に備えて、平時から、都道府県、保健所、関係団体等を通

じ、食品事故の発生等の危害情報の収集、整理及び活用を図るための体制を

整備するほか、緊急事態として委員会及びリスク管理機関の相互間における

通報を要する場合を明確にするとともに、そのルートの確立を図る。

３ 緊急対策本部の設置等

食品安全担当大臣（内閣府設置法（平成１１年法律第８９号）第４条第１

項第１６号及び同条第３項第２７号の２に掲げる事務を掌理する職で国務大

臣をもって充てられるものをいう ）は、緊急事態の発生に際し、政府全体。

として総合的に対処する必要があると認める場合には、関係各大臣との協議

を行い、必要に応じ、緊急対策本部を適切に設置する。

また、委員会及びリスク管理機関は、緊急事態に対応するために必要な組

織体制の整備を図る。

４ 緊急時対応の方法及び緊急時対応マニュアルの作成

緊急事態の発生に備えて、委員会及びリスク管理機関は、相互に連携して、

緊急時における国の対処の在り方等に関するマニュアル（以下「緊急時対応

マニュアル」という ）を作成し、公表するとともに、主要な危害要因等に。

ついては、個別に、緊急時対応マニュアルを作成し、公表する。

第５ 関係行政機関の相互の密接な連携（法第１５条関係）

１ 基本的考え方

(1) 食品健康影響評価は、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に行われ

なければならないことから、リスク管理機関から独立し、専門家で構成され

る行政機関である委員会において行うこととされている。

他方、食品健康影響評価の結果に基づき具体的なリスク管理措置を講ずる

に当たっては、委員会とリスク管理機関及びリスク管理機関相互の連携を図

ることが重要である。

また、食品健康影響評価及びリスク管理について、それらの公正性及び透
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明性を確保するためには、委員会及びリスク管理機関が相互に連携してリス

クコミュニケーションの促進を図ることが必要である。

このため、食品健康影響評価、リスク管理及びリスクコミュニケーション

の促進に関し、委員会及びリスク管理機関の相互間の連携の強化を図る。

(2) 委員会及びリスク管理機関は、食品の安全性の確保に関する施策が全体と

して整合的に行われるように努める。

(3) 委員会は、必要があると認めるときは、食品の安全性の確保のため講ずべ

き施策に関する重要事項を調査審議し、関係行政機関の長に意見を述べる。

(4) 関係府省連絡会議、地方公共団体との連絡会議を定期的に開催する。

２ 委員会とリスク管理機関との連携

委員会は、リスク管理機関との間で、委員会が食品健康影響評価を行う際

のリスク管理機関との連携、リスク管理機関が食品健康影響評価の結果に基

づいてリスク管理措置を講ずる際の委員会との連携、食品の安全性の確保に

関する情報の共有など、連携及び政策調整の具体的な手法について、取極め

を締結し、公表する。

３ リスク管理機関相互の連携

食品供給行程の各段階において講じられるリスク管理措置は、厚生労働省、

農林水産省、環境省等の関係各省が所管法令に基づき総合的に実施するほか、

地方公共団体が、国との適切な役割分担を踏まえて、それぞれの区域の自然

的経済的社会的諸条件に応じて実施するものであり、実施主体が多岐にわた

っている。

このため、リスク管理措置の実施に当たっては、地方公共団体を含むリス

ク管理機関相互間の密接な連携を図る必要がある。

このような観点から、リスク管理機関相互間における連携の強化を図るた

めの具体的な仕組みを設ける。

また、この仕組みに基づき、今後も、リスク管理機関相互の連絡及び協力

を着実に実施する。

第６ 試験研究の体制の整備等（法第１６条関係）

１ 基本的考え方

食品の安全性の確保を図るためには、最新の科学的知見に基づく施策の策

定が必要である。このため、試験研究の体制の整備、研究開発の推進及びそ
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の成果の普及、研究者の養成その他の必要な措置を講ずることにより、科学

的知見の充実に努める。

２ 試験研究の体制の整備

最新の科学的知見に対応し得る試験研究の体制の整備を図る。

３ 研究開発の推進

(1) 食品の安全性の確保の観点から研究開発における重点課題を明確にしつつ、

食品の安全性の確保に関する研究開発の更なる推進及び強化を図る。

また、研究開発の推進及び強化に当たっては、食品の安全性の確保に関連

する各分野における知見を結集するため、委員会及びリスク管理機関におい

て密接な連携を図るとともに、地方公共団体、民間等の能力も活用すること

とする。

(2) 委員会及び食品の安全性の確保に関する試験研究を行う試験研究機関は、

試験研究の推進に関し、十分な意思疎通を図る。

４ 研究開発の成果の普及

食品の安全性の確保に関する研究開発の成果を広く国民に普及させるため、

当該成果について、専門誌への掲載、平易な言葉による国民への発表等の取

組を推進するとともに、委員会及びリスク管理機関合同によるシンポジウム

の開催、技術指導、研究報告書の配布等を行う。

５ 研究者の養成及び確保

食品の安全性の確保に関する施策の策定に必要な科学的知見を充実させる

ためには、食品の安全性の確保に関する高度な専門的知識を有する者を養成

し、これを確保することが不可欠であることから、食品健康影響評価及びリ

スクコミュニケーションに係る専門家を対象とする研究会等を開催するとと

もに、海外の研究者及び専門家の招へい、研究者の海外派遣等を行う。

第７ 国の内外の情報の収集、整理及び活用等（法第１７条関係）

１ 基本的考え方

(1) 国民の食生活を取り巻く環境の急速な変化に対応し、国民の健康への悪影

響の未然防止という基本理念の実現に資するよう、食品の安全性の確保のた

めに必要な措置の適切かつ有効な実施を図るため、国の内外における食品の

安全性の確保に関する情報の収集、整理及び活用その他の必要な措置を講ず

る。
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(2) 政府が収集し保有している食品の安全性の確保に関する情報については、

広く一般に公表する。その際、個人情報、知的財産にかかわる情報等の保護

に十分配慮しなければならない。

(3) 今後、国内において人の健康に対する被害の発生が予想されるような危害

要因等については、被害の程度、対処の方法等に関し、国民への適切な情報

の提供に努める。

(4) 委員会及びリスク管理機関の相互間において、食品の安全性の確保に関す

る情報のより一層の共有を図る。

２ 情報収集の対象範囲

１の基本的考え方を踏まえ、関係行政機関、外国政府等海外の関係公的機

関、医療機関等関係機関、関係学会、関係団体、新聞等マスメディア、学術

専門誌、インターネット等を通じ、広く国の内外における食品の安全性の確

保に関する情報について、その収集、整理及び活用等を行う。

３ 委員会における一元的な情報収集の実施等

(1) 委員会は、国の内外における食品の安全性の確保に関する情報を、リスク

管理機関と連携しつつ一元的に収集し、当該情報について、整理、分析及び

データベース化を図る。

(2) 委員会は、(1) のデータベース化に当たっては、海外における食品の安全

性の確保に関する制度、危害情報等についての迅速な検索が可能となるよう

努める。

４ 情報の活用及び提供

(1) 委員会及びリスク管理機関は、それぞれが運営するデータベースの相互連

携を促進することにより、国の内外における食品の安全性の確保に関する情

報の有効かつ適切な活用を図る。

(2) 委員会及びリスク管理機関は、それぞれが収集し、整理した国の内外にお

ける食品の安全性の確保に関する情報について、相互に連携しながら、報道

機関、ホームページ等を通じ、適切かつわかりやすく国民に提供する。その

際、国民の関心に的確に応えられるよう努める。
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第８ 表示制度の適切な運用の確保等（法第１８条関係）

１ 基本的考え方

食品の表示の制度については、従来、食品衛生法、農林物資の規格化及び

品質表示の適正化に関する法律（昭和２５年法律第１７５号。以下「ＪＡＳ

法」という 、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４。）

号）等複数の法律に規定され、各府省間の連携が不十分なままそれぞれの観

点からその制度が運用されてきたため、同じ表示項目において異なる用語が

使用されることがあるなど、消費者及び事業者双方にとってわかりにくいも

のとなっている等の指摘があったところである。

これを受けて、平成１４年１２月に厚生労働省及び農林水産省の審議会が

共同で「食品の表示に関する共同会議」を設置し、食品衛生法及びＪＡＳ法

に共通する表示項目、表示方法その他食品の表示に関する基準全般について

検討を行ってきたところであるが、消費者に対し食品の安全性の確保に必要

な情報が適切に提供され、かつ、食品の表示がわかりやすいものとなるよう、

今後も引き続き 「食品の表示に関する共同会議」等において、食品の表示、

に関する基準全般について、広く国民からの意見も聴きつつ、問題点及び改

善方策を検討する。

２ 普及及び啓発

(1) 食品の表示に関する一元的な相談窓口の一層の充実を始め、厚生労働省、

農林水産省等における相談体制について、連携の強化を図る。

(2) 食品の表示の制度及び内容について、消費者が正しく理解することができ

るよう、厚生労働省、農林水産省等は、パンフレットの作成、説明会の開催

等を行うことにより、これらに関する知識の普及及び啓発に努める。

３ 違反に対する監視、指導及び取締り

厚生労働省、農林水産省等は、食品の表示に対する信頼が確保されるよう、

表示の違反に対する監視、指導及び取締りの強化、相互の連携の強化並びに

地方公共団体及び関係団体との協力体制の強化に努める。

第９ 食品の安全性の確保に関する教育、学習等（法第１９条関係）

１ 基本的考え方

食品の安全性の確保を図るためには、国、地方公共団体、食品関連事業者

及び消費者が、それぞれの立場から、その責務又は役割を果たす必要がある。

特に、消費者は、食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めるとともに、

食品の安全性の確保に関する施策について意見を表明するように努めること
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により、食品の安全性の確保に積極的な役割を果たすこととされており、そ

のためには、食品の安全性の確保に関する教育及び学習の振興並びに食品の

安全性の確保に関する普及及び啓発を図る必要がある。

２ 食品の安全性の確保に関する教育、学習等の推進体制

委員会、文部科学省、厚生労働省、農林水産省等は、相互に密接に連携し

て、消費者団体、関係団体等の協力も得つつ、食品の安全性の確保に関する

教育、学習等を推進する。

３ 食品の安全性の確保に関する教育、学習等の重点事項

(1) 委員会、文部科学省、厚生労働省、農林水産省等は、食品の安全性の確保

に関し、国民の知識と理解を深めるため、広報活動に取り組むとともに、食

品の安全性の確保に関する施策に関する意見交換の機会を設ける等の取組を

推進する。

(2) 「食品衛生月間」を始めとする月間又は週間等の取組を通じ、事業者のみ

ならず一般家庭を含め、国民的に食品の安全性の確保に関する理解及び認識

を深める機運の醸成を図る。

(3) 学校教育等の場において、栄養教諭制度の創設、学習教材の作成等の取組

を通じ、食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めることができるよう

にする。

(4) 農林水産物の生産並びに食品の製造及び流通の各行程に関する理解を深め

ることにより、食品の安全性の確保に関する国民の理解を促進するため、食

品供給行程の各段階における体験学習、普及啓発資材の作成等の取組を推進

する。

第１０ 環境に及ぼす影響の配慮（法第２０条関係）

１ 基本的考え方

食品は、農場、漁場等の環境を直接の基盤として生産されること、その製

造、加工、流通及び販売の各段階において、化学物質の使用、廃棄物の発生

等に伴い環境に対する負荷が発生するおそれがあることから、食品の安全性

の確保に関する施策の策定に当たっては、当該施策が環境に及ぼす影響につ

いて十分に配慮し、そのために必要な食品供給行程の各段階における取組を

推進する。



- 14 -

２ 食品供給行程の各段階における環境に及ぼす影響の配慮

循環型社会形成推進基本法（平成１２年法律第１１０号 、廃棄物の処理）

及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号 、食品循環資源の再生）

利用等の促進に関する法律（平成１２年法律第１１６号）等に基づき、食品

供給行程の各段階において、食品、肥料、飼料、農薬等からの廃棄物及び容

器包装ごみの発生をできる限り抑制し、有用なものについては再生利用する

よう努めるとともに、回収された食品、肥料、飼料、農薬等を廃棄する場合

には、適正に処理を進め、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。

また、特に、農林水産物の生産段階においては、例えば、現在、農薬取締

法（昭和２３年法律第８２号）に基づき、農薬の登録の際に、その使用に伴

う農作物を通じた人畜への被害の発生の防止のみならず、水質の汚濁、生態

系等の周辺の環境への悪影響の防止も考慮して検査しているところである。

今後も引き続き、農薬取締法に基づき、農薬による生態系に対する影響の適

切な評価及び管理施策の充実を図るなど、農林水産物の生産段階における環

境に対する負荷を低減するための取組を推進する。
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（別表）　食品健康影響評価の対象となる危害要因等の例
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